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第７０回　球磨一周市町村第７０回　球磨一周市町村

　　　　　　対抗熊日駅伝大会　　　　　　対抗熊日駅伝大会

五
木
村
「
二
十
歳
を
祝
う
会
」

　

１
月
４
日
に
五
木
村
「
二
十
歳
を
祝

う
会
」
が
役
場
大
会
議
室
で
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

　

民
法
改
正
に
よ
り
、
昨
年
４
月
１
日

か
ら
成
人
年
齢
が
18
歳
へ
引
き
下
げ
ら

れ
た
こ
と
を
受
け
、
昨
年
ま
で
の
「
成

人
式
」
か
ら
今
年
よ
り
「
二
十
歳
を
祝

う
会
」
と
な
り
、
村
内
で
は
、
平
成
14

年
４
月
２
日
か
ら
平
成
15
年
４
月
１
日

生
ま
れ
の
５
名
の
対
象
者
の
う
ち
、
現

在
、
熊
本
市
内
の
大
学
生
で
あ
る
髙
田

知
步
さ
ん
が
出
席
さ
れ
ま
し
た
。

　

祝
う
会
で
は
、
木
下
村
長
を
は
じ
め

岡
本
議
長
や
中
学
生
時
代
の
恩
師
か
ら

お
祝
い
の
こ
と
ば
が
贈
ら
れ
、
更
に
、
選

挙
管
理
委
員
会
と
五
木
村
森
林
組
合
か

ら
は
そ
れ
ぞ
れ
記
念
品
が
贈
呈
さ
れ
ま

し
た
。

　

最
後
に
、
大
人
の
仲
間
入
り
を
し
た
、

髙
田
知
步
さ
ん
か
ら
お
礼
の
こ
と
ば
と

交
通
安
全
宣
言
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　

終
了
後
、
中
学
生
時
代
の
タ
イ
ム
カ

プ
セ
ル
を
開
封
。
懐
か
し
い
思
い
出
と
と

も
に
久
し
ぶ
り
に
再
会
し
た
恩
師
（
谷

川
先
生
・
一
鬼
先
生
）
と
楽
し
い
ひ
と
時

を
過
ご
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

門
出
を
祝
う

謝辞・交通安全宣言を行う髙田知步さん

蓑田選手（1区）

山本選手（6区）

数山選手（2区）と白石選手（3区）

豊福選手（7区）

森下選手（4区）

大瀬選手（8区）

井元選手（5区）

　

無
事
に
二
十
歳
を
迎
え
ら
れ
た
の
は
、
今
ま
で
育
て
て
く
れ

た
両
親
や
見
守
っ
て
く
だ
さ
っ
た
先
生
、
地
域
の
方
々
の
お
か

げ
で
す
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

私
は
現
在
、
尚
絅
大
学
で
管
理
栄
養
士
に
な
る
た
め
に
食
品

や
栄
養
に
つ
い
て
の
勉
強
を
し
て
い
ま
す
。
あ
と
２
年
間
は
学

生
と
し
て
過
ご
し
ま
す
が
、
ま
ず
は
卒
業
や
管
理
栄
養
士
の
国

家
試
験
合
格
の
た
め
に
勉
学
に
励
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、

一
人
の
大
人
と
し
て
自
分
に
責
任
を
も
っ
て
行
動
で
き
る
よ
う

に
な
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ご
心
配
や
ご
迷
惑
を
お
か
け
す
る
こ

と
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
コ
ツ
コ
ツ
と
自
分
の
ペ
ー
ス
で

精
一
杯
頑
張
っ
て
い
き
ま
す
。

髙
田
　
知
　
さ
ん

新しい門出に、いま想うこと。
　二十歳を迎え、いまの想いを聞きました。

　令和４年１２月１８日に第７０回球磨一周市町村対抗熊日駅伝大会が、水上村立岩野小学校
前分岐点をスタート・水上村立岩野小学校グラウンドをゴールとする全長５２．４２㎞（８区間）
のコースで行われ、五木村からの１チームを含む１９チームが出場しました。
　雪がぱらつく中で開催された本大会。気温も低く厳しいコンディションでしたが、選手たちは１本
の襷を繋ぐため、沿道からの応援を背に全力で走り抜きました。
　成績、出場選手は次のとおりです。

　成　績　
１８位（３時間４４分３１秒）

　出場選手　※敬称略　

１区　蓑
みのだ

田　涼
りょうた

太（人吉高校１年）

２区　数
すやま

山　さくら（五木中３年）

３区　白
しらいし

石　隼
はや と

斗（八代市役所）

４区　森
もりした

下　聖
しょうた

太（五木村役場）

５区　井
いもと

元　　淳
じゅん

　　　（子守唄の里五木）

６区　山
やまもと

本　嵩
たかあき

明（五木中３年）

７区　豊
とよふく

福　幸
ゆき や

哉（国土交通省）

８区　大
おお せ

瀬　康
こうへい

平（国土交通省）
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むらのできごとむらのできごと

　「税を考える週間（毎年１１月１１日から１７日）
に合わせ、毎年、租税教育の一環として人吉球磨
地区租税教育推進協議会が募集している「税に関
する作品」において、習字で五木東小学校２年生の
松永陽那太さん、作文で五木中学校２年生の山内
悠雅さんが五木村長賞に選ばれ、標語では五木中
学校３年生の黒木哉政さんが人吉球磨地区租税
教育推進協議会会長賞、五木中学校２年生の土
屋漣さんが人吉球磨地区税務関係団体長連絡協
議会会長賞に選ばれました。
　各優秀作品はサンロードシティ店（錦町）並び
に人吉市立図書館（カルチャーパレス）にて１１月
１１日から１７日まで展示されました。

ウッドスタート

　「誕生祝い品の贈呈」

　令和５年１月１８日、「ヒストリアテラス五木谷」
においてウッドスタート誕生祝品の贈呈式を行い
ました。
　今年で７回目となるウッドスタートは、ヒストリア
テラス五木谷において、令和３年７月１日から令和
４年６月３０日までに生まれた２名のお子様に、五
木村ものづくり工房が製作した木のおもちゃ「むら
のいきものまわしてずかん」が贈呈されました。
　ウッドスタートとは、地域材を活用して子どもの
豊かな感性や情緒を育む環境を整備するととも
に、人生最初のステージを木のぬくもりを感じなが
ら、楽しく豊かに育ってもらいたいという取組です。
　新しい人生のスタートです。五木村の大自然に
触れながら、逞しく健やかに成長してください。

木にふれて育って！
表彰される松永陽那太さん 表彰された中学生の皆さん

令和５年 交通安全祈願祭 五木の冬祭り

　令和５年２月１２日に五木の冬祭りが子守唄公園
で行われました。
　令和５年の新年を迎え五木村の観光に関する全て
の安全を祈願し、併せて狩猟最盛期のジビエを活用
し五木村の冬を参加者にＰＲすることができました。
　天候にも恵まれ、鹿肉や猪肉、だご汁など地域の
方々のご協力により行うことができました。来年度も
五木の祭りにご協力をお願いします。

「税に関する作品」展示

蒲島県知事にも参加していただきました

　１月１５日(日)、五木阿蘇神社にて人吉地区交
通安全協会五木支部（支部長：嶽坂幸太郎）の交
通安全祈願祭を執り行い、今年１年の無事故を祈
願しました。
　昨年は人吉署管内で高齢者の死亡事故や、五
木村内でもバイク走行に関連した事故、大型車の
横転事故等が発生しており、五木村交通安全推進
協議会長である木下村長からも、交通安全運動・
交通指導員の役割の重要性等について、話があり
ました。
　引き続き村民の皆様も、一人ひとりが事故を起
こさない・事故に遭わないために、交通安全ルール
の遵守やマナーアップを心がけていただきますよう
お願いします。

玉串奉尊

　生涯学習講座の一環として英語チャレンジ教室
を開催しました。
　今年度は、新たに親子の部を設け、大人の部（４
回）親子の部（３回）を実施しました。パウエル先
生の指導の下、受講生の皆さんは笑顔で楽しく取
り組んでいました。
　特に、親子の部の体を使って学習するプログラ
ムでは、親子仲良く協力して充実した英語教室に
することができました。
　来年度もより充実した教室を計画していきます。

無病息災を祈願し、
鬼火たきが行われました

　１月７日、宮園地区・頭地地区で鬼火たき（どん
ど焼き）が行われました。
　両地区では毎年の恒例行事で、正月に飾ったし
め縄や門松を燃やし、１年間の無病息災を祈願す
るために行われています。
　宮園地区（北分館）では、西谷の河川敷で行わ
れ、年男の園田良治分館長と杉山正憲さんが着
火すると、瞬く間に炎と煙が上空に舞い上がり、竹
のはじける音が谷あいにこだましました。今年１
年、風邪をひかないよう煙を浴びられる方もいらっ
しゃいました。

北地区の様子 東地区の様子さあ！釣れたものを英語でいってみよう！（親子の部の様子）

地元食材を利用した地元料理の伝承

球磨川流域地産地消支援事業
令和４年度「五木東小学校と天草小
学校のリモート交流会」

　令和４年１２月２２日（木）に、今年で３回目となる
五木東小と天草小のリモートでの交流会がそれぞれ
の学校で行われました。五木東小では、３年生以上
の児童９名が参加しました。昨年から、本来の目的
でもあるそれぞれの地域に伝承されている「子守唄」
を発表し合い、伝統文化の継承にも貢献しています。
子守唄の発表の他に、それぞれの地域の特産品や自
然の紹介などが行われました。令和５年は、新型コ
ロナ感染の恐れがなくなり、宿泊を通じた交流が行
われることを願っています。

『英語チャレンジ教室』
～Let’s try English！～

天草小とのリモート交流会

　球磨川流域地産地消支援事業（地元食材を利用し
た地元料理の伝承）を活用した特別学習が、１月２４
日、五木東小学校で行われました。
　この事業は、市町村が実施する地産地消に関する
活動の経費を、熊本県から補助を受けて実施したも
ので、高学年の特別学級（５・６年生）を対象に、くね
ぶ生産者の岡本正さんによる講義が行われました。
　村で「くねんぼ」など様々な呼び名を「くねぶ」と統
一し名付けて売ったことや、最初にくねぶを植えたと
きは、ウサギの被害があり、その対策に苦労したこと
などの話をいただきました。
　児童たちは、くねぶを作るために、たくさんの工夫や
苦労をして、おいしいくねぶができることを学びました。
　また、給食には、同じ在来作物である赤大根を利用
した洋風酢漬け、麦ごはん、鮭、みそ汁、牛乳のメニュー
で、村からは、五木チーズケーキの提供を行いました。

「くねぶ」の特徴について真剣に学ぶ児童たち
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保健だより5・6月号保健だより

個
人
住
民
税
申
告
期
間
は
、
3
月
15
日
（
水
）
ま
で
で
す

個
人
住
民
税
申
告
期
間
は
、
3
月
15
日
（
水
）
ま
で
で
す

保健だより3・4月号

　「新規で参加したい」「また始めようかな」という方、ぜひ気軽にご参加ください！
送迎も行っていますので、ご希望の方は保健福祉課にご連絡ください。

介護予防の体操やレクリエーション、健康相談を行います。一緒に楽しく体を動かしましょう♪

パズルやゲームで脳を鍛える認知症予防の教室です。物忘れが気になる方におすすめです！

乳幼児健診のお知らせ
期　日 受付時間（午後） 場所 対象者

３月３日㈮
４月７日㈮ 1：30〜2：00 保健センター 3・6・10ケ月、1歳2ケ月、

1歳6ケ月、3・4・5歳児

※対象者が少ないときは中止する場合があります。

お問い合わせ先：保健福祉課 TEL：37－2214 （IP：2214）

不安やストレスのお悩みについて、ご心配な方や家族、気軽にご相談ください。

介護予防教室

★脳いきいき教室の日程

★げんぞう会の日程 ※参加対象：要介護認定されていない65歳以上の方

場 所 三  浦 下梶原 頭  地 瀬  目 宮  園 平沢津 小  鶴 平  瀬

3月 7日
（火）

１４日
（火）

９日
（木）

２日・１６日
（木）

4月 ４月のげんぞう会は、ありません。５月から開催します。

時 間
午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

午前 10:00〜11：30　　　　午後1：45〜３：15

場　所 保健センター 宮園交流館
時　間 受付／午前9：30〜　開始／午前10：00〜 受付／午後1：00〜　開始／午後1：30〜
３月 １日・８日・１５日・２２日　（水）
４月 ４月の脳いきいき教室は、ありません。５月から開催します。

人吉保健所　精神保健相談 五木村　こころの健康相談
精神科医が相談を受けます。 臨床心理士が相談を受けます。

【3月】3月  9日（木）多良木町多目的研修センター
　　　  3月24日（金）人吉保健所

※完全予約制です。事前に保健所へご連絡ください。
４月の日程は現在のところ未定となっております。

相談内容：物忘れ、人間関係の悩みや病の対応等
【3月】3月10日（金）
◎相談内容の秘密は固く守られます。
◎希望があれば、ご自宅に伺うこともできます。

お問い合わせ先
人吉保健所保健予防課（TEL：２２－５２８９）

お問い合わせ先
保健福祉課（TEL：３７－２２１４ （IP：２２１４））

こころの健康相談（相談無料）

【歯の病気にご注意を！】
　歯を失う原因で、最も多いのが「歯周病」、次いで「虫歯」です。
　特に歯周病は痛みをともなわず、気づかないうちに進行します。
　歯周病は放っておくと、細菌が体の中に侵入し、誤嚥性肺炎や心臓病、
脳卒中につながりやすく、早く治療することが大切です。

【歯の健康を守るための４つのポイント】
①  磨き残しをなくす。
　 　磨き残しやすい場所に注意しましょう。

② 歯ブラシを正しく使う。
　< 持ち方 >　　　　　　　　　　　< 磨き方 >
　ペンを持つように→
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・歯と歯茎の間は 45°　　　　 　　　・歯に軽く押し当て、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歯の側面は 90° で当てる。 　  　　　小刻みに動かして磨く。
③ よく噛んでから、飲み込む。
　　唾液は、細菌の繁殖を防いでくれます。唾液の分泌を増やし、噛む力を鍛えるために
　よく噛んで飲み込む習慣をつけましょう。→胃腸の負担軽減や、脳の活性化にもつながります。
④ 定期検診を受ける。
　　検診では、しっかり磨けているかを確認できるだけでなく、専用の
　器具を使って、磨き残した部分や歯石をきれいに落としてくれます。
　　自身の健康のために、定期的に検診を受けましょう。
　※７５歳以上の方は、診療所にて無料の歯科健診を実施中です。（2023 年 3 月末まで）
　　入れ歯の方でも、噛み合わせや口腔内の異常を確認できます。
　　詳しくは、保健福祉課より送付している後期高齢者歯科健診の案内をご覧ください。　

ワクチンを接種した方も、マスクの着用と手指の消毒で、
感染予防を続けましょう。

《お問い合わせ先一覧》

新型コロナウイルス感染症について

今回のテーマ　「全身の健康は、歯の健康から」

◎五木村のワクチンに関すること
☎ 37-2218　もしくは、37-2283　受付時間：8時30分〜17時30分（月〜金曜日のみ）

◎「もしかして、コロナかな？」と思ったら
① まずは、身近な医療機関やかかりつけの医療機関に電話で相談してください。
② かかりつけの医療機関がなく相談する医療機関がわからない場合
　 球磨地域受診・案内センター　☎ ０８０－２１０２－２６２０
　  熊本県受診・案内センター　　　 ☎ ０５７０－０９６－５６７
　  熊本県新型コロナウイルス感染症専用相談窓口　☎ ０９６－３００－５９０９　（２４時間対応）

　私たちの歯は食べたり話したりする楽しみ、身体の健康に深く関わります。
心も身体も健康で充実した毎日を送るため、日ごろから歯を大切にしましょう。
【歯を失うとどうなる？】  
□ 噛みにくい     　 □ 胃腸に負担がかかる 　□ 発音が悪くなる 
□ 顔の形が変わる　□ 力が入りにくい

※入れ歯の場合は外して磨いた後、ニオイや
　細菌を防ぐために、洗浄剤につけましょう。

１日３回（朝、昼、晩）が理想です。
就寝中は細菌が繁殖しやすいため、
特に寝る前は丁寧に磨きましょう！

歯を失うと生活が一変！

歯周病 虫歯
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 保健福祉課　TEL：37－2214　（IP：2214）お問い合わせ先

Itsuki VillageNews

01後期高齢者医療被保険者の方へお知らせ

 保健福祉課　TEL：37－2214　（IP：2214）お問い合わせ先

後期高齢者医療制度の対象となる方

令和 5 年度の保険料率

○７５歳以上の方（７５歳の誕生日から自動的に加入）
○�６５歳から７５歳未満の方で一定の障がいがある方（市(区)町村に申請し、広域連合の認定を
受けた日から加入）

※�一定の障がいがある方とは、身体障害者手帳に記載された障がいの等級が１～３級及び４級の一部、精神障害者手帳に記載された障がい
の等級が１～２級、療育手帳に記載された障がいの等級がA判定の方などです。
※�一定の障がいに該当する方の加入（障がいの認定の申請）は任意です。障がいの認定は、いつでも申請することができ、いつでも撤回す
ることができます。ただし、過去にさかのぼって申請、撤回することはできません。
※生活保護を受けている方及び外国人の方で在留期間が３か月未満である方などは対象になりません。

※�１��　「給与・年金所得者の数」とは、給与収入が５５万円超または年金収入が１２５万円超（65歳以上の�場合。65歳未満の場合は年金収
　入が６０万円超）の方の合計人数です。

※��２��　均等割の軽減判定についての総所得金額等は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前になります。
　　　また、年金所得については高齢者特別控除１５万円を控除した額で判定します。

※合計所得金額が 2,400 万円超の方は、合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、2,500 万円超で基礎控除額が 0円となります。

○保険料は被保険者一人ひとりが納めます。
○保険料率は、２年ごとに見直され、熊本県内で均一となります。

保 険 料 額
（年額）

均 等 割 額
＝ ＋

※年額66万円が上限です

（被保険者１人当たり）

54,000円
〔　　 　　　   〕

　所得が低い方への均等割額軽減　
◆ 保険料の均等割額の軽減（令和5年度から改正されました）
　①７割軽減 ：43万円 ＋ 10万円×(給与・年金所得者の数（※１）－１)
　②５割軽減(改正)：43万円 ＋ 29万円×世帯の被保険者数 ＋ 10万円×(給与・年金所得者の数（※１）－１)
　③２割軽減(改正)：43万円＋53万5千円×世帯の被保険者数 ＋ 10万円×(給与・年金所得者の数（※１）－１)

世帯（被保険者と世帯主）の総所得金額等（※２）の合計額が

①の判定額を超えない世帯

②の判定額を超えない世帯

③の判定額を超えない世帯

保険料の均等割額を７割軽減

保険料の均等割額を５割軽減

保険料の均等割額を２割軽減

所 得 割 額
総所得金額等−４３万円※

（基礎控除）×
所得割率

10.26％
Itsuki VillageNews

02
後期高齢者医療の被保険者の方へ
医療機関の適正受診についてのお願い

　必要な方が安心して医療が受けられるように、医療機関の受診や薬局でお薬をもらう際には、
以下のことに留意しましょう。

●休日や夜間などの時間外受診は控えましょう
　 休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者さんを受け入れるためのもので、医療費

も高く設定されています。緊急時以外は平日の診療時間内に受診しましょう。
●かかりつけ医を持ちましょう
　 健康に関することが相談でき、必要時には専門の医療機関を紹介してくれるなど、かかりつけ医を持

つことが大切です。気になる症状があれば、まずはかかりつけの医師に相談しましょう。
●重複受診は控えましょう
　 同じ病気で複数の医療機関を受診することは控えましょう。重複する検査や投薬により、体に悪影

響を与えてしまうなどの心配があるだけでなく、医療費が増加します。今受けている治療に不安な
どがあるときは、医師に伝えて相談してみましょう。

●薬の飲み合わせに注意しましょう
　薬は飲み合わせによっては、副作用を生じることがあります。おくすり手帳の活用などにより、既に
　処方されている薬を医師や薬剤師に伝え、飲み合わせと薬のもらいすぎに注意しましょう。
●ジェネリック医薬品を活用しましょう
　ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、新薬（先発医薬品）と同等の効能・効果を持ち、価格も安くすみ
　ます。ジェネリック医薬品を希望する場合は、医師や薬局に相談しましょう。

令和５年度 後期高齢者医療保険料の納め方について

　�後期高齢者医療保険料は、特別徴収（年金からの差し引き）又は普通徴収（納付書又は口座振替）により納
めることになります。
特別徴収の方

　　　�令和５年４月より年金からの差し引きにより保険料を納めていただきます。特別徴収の対象となる方
は自動的に特別徴収になります。（申請は不要です。）

　　　�ただし、年度途中で資格を取得した方や、年金の額によっては、普通徴収（納付書または口座振替での納付）
になります。

普通徴収の方

　　　令和５年７月より納付書又は口座振替により保険料を納めていただきます。
　　　※暫定賦課を行っている市町村は普通徴収の開始時期が異なることがあります。

　　　・�75歳到達や県外から転入等で新たに後期高齢者医療保険へ加入された方は、差し引き開始の手続きの

ため、初めは普通徴収によりお支払いいただき、該当される方は一定期間の後、自動的に年金差し引き（特

別徴収）に切り替わります。

　　　・�口座振替は登録した預貯金口座から自動的に引き落とすため、納付する手間がなく、納付忘れの心配も

ありません。口座振替への変更は窓口までご連絡ください。

･ 後期高齢者医療に加入の方は「医療給付を受ける権利」と同時に「保険料を納める義務」があります。
　保険料は、後期高齢者医療制度を支える重要な財源です。納期限までに納付しましょう。
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03
新型コロナ8波の影響により献血者が減少しています。

「献血へのご協力お願いします！」

Itsuki VillageNews

06
マイナンバーカードの交付状況について

（令和５年１月末日時点）

　冬期は献血者が減少し、輸血用血液が不足しやすい時期です。更に、新型コロナ８波の影響から、
県では年末年始以降、必要な量を確保できない状態が続いています。又、インフルエンザの懸念から、
献血バスにも人が集まりづらい状況です。このため、広く県民の皆様に対して献血を呼びかけています。
特に若い人たちや、献血をしたことがない方は、是非ご協力をお願いします。

　五木村では、村民の皆様の安心・安全な消費生活を確保するために、人吉市消費者センターとの
広域連携を図り相談体制を充実・強化してまいります。また、悪質商法を排除するとともに、被害に遭
わないように高齢者をはじめ全世帯に啓発活動を行うなど今後も消費者行政を継続的に取り組んでまい
ります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五木村長　木　下　丈　二

４００ｍＬ献血・成分献血にご協力ください。
みんなで、献血の輪を広げましょう！

《五木村　献血日程》
日　    時：令和５年３月２２日（水）

場　　所：五木村保健福祉総合センター

受付時間：午後２時〜４時

 保健福祉課　TEL：37－2214　（IP：2214）お問い合わせ先

モバイルバッテリーを
プレゼント！

１０〜２０代の
初めて献血される方に

献血は
Web 会員サービス

「ラブラッド」に登録していただくと便利です！
献血記録の確認、献血の予約、問診の事前回答が Webで可能
ポイントも貯まる「ラブラッド」。未登録の方も、お手持ちの献血
カードがあればすぐにご登録いただけます。

Itsuki VillageNews

05 消費者行政に関する村長の意思表明

　マイナンバー制度の需要・関心の高まりとともに、五木村でも現在、２人に
１人がマイナンバーカードを持つようになりました。マイナンバーカードは本
人確認書類として利用できるほか、一部の医療機関では健康保険証として
利用できる制度も開始され、今後ますます活用する機会が増えていきます。

　マイナンバーカードの申請・交付、マイナポイント手続きのサポート実施中！
　高齢、遠方にお住まい、仕事の都合などで来庁が困難な方を対象に、役場では、職員がご自宅に訪問
したり、夜間窓口を延長したりなどしての申請・交付手続きのサポートを行っています。またカード取得後
のマイナポイント申請サポートも行っていますので、この機会に是非ご利用ください。詳しくは下記までお
問合せください。

五木村　５３．８％
熊本県　６０．８％
全　国　６０．１％

住民税務課　TEL：37－2213お問い合わせ先

 保健福祉課　TEL：37－2214　（IP：2214）お問い合わせ先

Itsuki VillageNews

04 国民健康保険医療費の状況について
〜令和４年１１月・１２月診療分〜

11月 12月　
件数 保険者（五木村） 前月比 前月増減 件数 保険者（五木村） 前月比 前月増減

入　　院 8 3,811,547 円 ＋103.82％ － 3,103,489 7 5,768,310 円 ＋51.34％ 1,956,763
外　　来 256 2,485,047 円 －0.64％ － 374,990 245 2,358,706 円 －5.08％ － 126,341
調　　剤 108 719,507 円 －2.75％ － 1,194,710 102 745,506 円 ＋3.61％ 25,999

食事・生活療養費 − 168,350 円 ＋ 9.77％ 6,260 − 197,042 円 ＋17.04％ 28,692
その他療養費 3 10,448 円 ＋ 6.94％ 1,356 3 7,571 円 －27.54％ － 2,877

合　　計 375 7,194,899 円 ＋ 36.42％ － 4,665,573 357 9,077,135 円 ＋26.16％ 1,882,236
国保被保険者数 １人あたり保険者負担額（月額） 前月比

11 月 237 人 30,358 円 ＋38.15％
12 月 225 人 40,343 円 ＋32.89％

１２月の医療費は１１月に比べて増加しています。特に入院費が大幅に増加しています。
普段の健康管理に留意していただき、入院・手術にならないよう初期治療を心がけてください。
まだまだ寒い日が続きます。手洗い、うがいをしっかり行い感染症を予防しましよう。
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08 国民年金保険料の納付について

　国民年金保険料は納付期限までに納めましょう。
　令和４年４月分から令和５年３月分までの保険料は、月額16,590円です。保険料の納付期限は翌月末
（例えば4月分は5月末まで）です。
　未納のまま放置されると、強制徴収の手続きによって督促を行い、指定された期限までに納付がない場
合は、延滞金が課されるだけではなく、納付義務のある方※の財産が差し押さえられる場合がありますの
で、納付期限までに納付をお願いします。
　※納付義務者は被保険者本人、連帯して納付する義務を負う配偶者及び世帯主です。

国民年金保険料の「口座振替」申込方法
　「国民年金保険料口座振替納付（変更）申出書」に必要な事項を記入・押印（金融機関への届出印）し、お近

くの年金事務所へ郵送、または、年金事務所や口座振替を行う口座のある金融機関・郵便局の窓口に提出

してください。

　保険料の納付期限は翌月末です。口座振替日が土・日・祝日の場合は、翌営業日に引き落としされます。

口座振替申出の開始時期等は、手続き完了後に通知します。通知が届くまでの間は、納付書を大切に保管

してください。

　※「国民年金保険料口座振替納付（変更）申出書」は年金事務所の窓口、日本年金機構ホームページにあ

ります。お申し込み前に、必ず提出期限をご確認ください。

国民年金保険料の「クレジットカード納付」
　保険料の納め忘れ防止に、クレジットカード納付をご利用ください。ご利用には「国民年金保険料クレ

ジットカード納付（変更）申出書」の提出が必要となります。お近くの年金事務所（※街角の年金相談セン

ターではお手続きできません。）の窓口に提出してください。また、郵送による手続きも行っております。

　国民年金保険料のお支払いに利用できるクレジットカードは、次のいずれかの国際ブランドのマーク

が付いたクレジットカードです。

＜支払いに使用可能なカード＞

VISA、MasterCard、ダイナースクラブ、JCB、アメリカンエキスプレス

※カード利用について必ずしもポイントが付与されるわけではないので、ポイントの付与については

カード会社にお問い合わせください。

Itsuki VillageNews

07窓口での申請・届出には本人確認書類の提示が必要です！

 住民税務課　TEL：37－2213お問い合わせ先

 住民税務課　TEL：37－2213お問い合わせ先

　戸籍・住民票等は多くの個人情報が記載されています。このため、第三者による虚偽の届出や証
明書の不正取得を抑止し、個人情報を保護するため、本人確認が法律上のルールとなっています。
　本人確認実施にご理解とご協力をお願いいたします。

相続手続きによる金融機関への提出書類や年金手続きでの提出書類など、個人によっ
て必要な書類が違いますので、窓口に来られる際は「手続きに必要な書類」が示さ
れた文書などを持参いただきますようお願いします。
例）年金機構から届いた書類、金融機関から渡された手続き内容書類�など

手続き内容 ① １点のみの提示でよいもの ② ２点以上の提示が必要なもの

・戸籍を取りたい時
・住民票を取りたい時
・引っ越しなど住所の
届出をする時(転入届・
転出届等)
・戸籍の届出をする時
（婚姻届・離婚届等）
・個人番号カードの交
付を受ける時

※�代理人による手続き
の際は必要書類等が
ありますので、事前
にお尋ねください。

・運転免許証
・ 運転経歴証明書（平成24年4月1日以

降に交付されたものに限る）
・パスポート
・マイナンバーカード
・在留カード又は特別永住者証明書
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・ 国もしくは地方公共団体が発行した身

分証明書（顔写真の添付があるもの）
など

・ 上記以外の書類でも本人確認書類とし
て認められる場合があります。詳しく
は窓口にお尋ねください

・国民健康保険証
・健康保険証
・後期高齢者医療証
・介護保険証
・共済組合員証
・年金手帳
・年金証書
・恩給証書
・ 届書もしくは交付請求申請書に押印した印

鑑の印鑑登録証明書
・限度額適用認定証
・  生活保護を受けている旨の証明書

など

※ 上記以外の書類でも本人確認書類として認
められる場合があります。詳しくは窓口に
お尋ねください。

印鑑関連手続 本人申請の場合 代理人申請の場合

・印鑑登録 ・ 国又は地方公共団体が発行した写真付
きの証明書（健康保険証など写真がな
いものでは受付できません）

・ 印鑑登録を受けている者により登録申
請者が本人に相違ないことを保証され
た書面及び印鑑登録証明書、登録して
いる印鑑

※�申請者本人へ登録意志確認を照会し、その回
答書が必要となるため登録証の即日交付は
できません。

・登録申請者本人が作成した委任状（申請時）
・ 代理人の本人確認書類（①の書類1点もしくは

②の書類2点）
・代理権授与通知書（印鑑登録証の代理受領時）

・ 印鑑登録証明書の交
付申請

・印鑑登録証（本人確認は行いません）
※ 登録している印鑑のみを持参いただい

ても印鑑証明書の交付はできませんの
で、必ず登録証を持参ください。

※ 代理人申請の場合でも、印鑑登録証を持って
きていただければ交付します（本人確認は行
いません）。申請書を記入していただく必要
があるため、必要な方の住所・氏名・生年月日
等を事前にご確認ください。
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INFORMATION Itsuki VillageNews村からのお知らせ

個
人
住
民
税
申
告
期
間
は
、
3
月
15
日
（
水
）
ま
で
で
す

個
人
住
民
税
申
告
期
間
は
、
3
月
15
日
（
水
）
ま
で
で
す

Itsuki VillageNews

09

Itsuki VillageNews

10

八代年金事務所による出張年金相談のお知らせ

令和２年 ７月豪雨災害及び台風１４号災害における道路規制状況について

　年金相談は予約制となっております。予約なしで来訪されると対応できない場合もありま

すので、必ず予約をしてください。

3月
場所 人吉市役所 錦町社会福祉協議会

（温泉センター） 多良木町多目的研修センター

日時 ６日（月）・１３日（月）２０日（月）・
２７日（月） ８日（水）・２２日（水） １日（水）・１５日（水）・

２９日（水）

4月
場所 人吉市東西コミュニティセンター 錦町社会福祉協議会

（温泉センター） 多良木町多目的研修センター

日時 ４日（月）・１１日（月）・１８日（月）・
２５日（月） ６日（水）・２０日（水） 13日（水）・27日（水）

相談時間 午前9時30分〜午後5時 午前９時〜午後５時

【予約先】　八代年金事務所　お客様相談室　
☎ ０９６５－３５－６１２３　（土・日・祝日を除く8:30から17:15まで）
※お電話の際は、自動音声案内「１」選択後、「２」を選択してください。
※その他不明な点は　五木村役場　住民税務課　☎ ３７－２２１３ まで

種別 路線名 規制内容 被災状況 場所 う回路

【村道】

① 白蔵線 全面通行止め 山腹崩壊・路肩決壊 村道起点から３．０ｋｍ先 無

② 入鴨線 2t 車以上
全面通行止め 路肩決壊 村道起点から１．２ｋｍ先 無

③ 川辺川線 全面通行止め 路肩決壊 村道起点から１．０ｋｍ先・他５箇所 無

④ 瀬目葛の八重線 全面通行止め 路肩決壊 村道起点から１．５ｋｍ先・他１箇所 無

⑤ 小川支線 全面通行止め 路肩決壊 村道起点から０．３ｋｍ先 無

⑥ 横手線 全面通行止め 路肩決壊・法面崩壊 村道起点から１．５ｋｍ先 無

【林道】

① 菊池・人吉線 全面通行止め 法面崩壊 高塚山登山口から泉五木トンネル区間 無

② 日当線 全面通行止め 路肩決壊・法面崩壊 全区間 無

③ 鴦山線 全面通行止め 路肩決壊・法面崩壊 全区間 無

④ 相良五木線 全面通行止め 路肩決壊・法面崩壊 全区間 無

⑤ 八重線 全面通行止め 路肩決壊・法面崩壊 全区間 無

⑥ 入鴨線 全面通行止め 路肩決壊・法面崩壊 全区間 無

⑦ 裾川線 全面通行止め 路肩決壊・法面崩壊 全区間 無

⑧ 下入鴨線 全面通行止め 路肩決壊・法面崩壊 全区間 無

※詳細については建設課へお尋ねください。また、復旧工事については、国県と協議しながら実施していきます。

※令和５年２月末時点

■
日　

程
：
左
記
の
通
り

■
対
象
：
15
歳
か
ら
49
歳
ま
で
の

求
職
中
の
方
、ま
た
は
そ
の
ご
家
族

の
方

■
そ
の
他
：
あ
さ
ぎ
り
町
免
田
保

健
セ
ン
タ
ー
で
の
相
談
会
は
ジ
ョ
ブ
カ

フ
ェ・球
磨
ブ
ラ
ン
チ
と
の
共
同
開
催

に
な
り
ま
す
の
で
全
年
齢
対
象
と

な
り
ま
す
。

○
ひ
と
よ
し
サ
テ
ラ
イ
ト

　

営
業
時
間
10
時
～
17
時

　

定
休
日
：
金
～
日
曜・祝
祭
日

○
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ・球
磨
ブ
ラ
ン
チ

　

営
業
時
間
：
10
時
～
17
時

　

定
休
日
：
土
日
祝
祭
日

▼
お
問
合
わ
せ
先

◆
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

や
つ
し
ろ　
ひ
と
よ
し
サ
テ
ラ
イ
ト

☎
０
７
０-

１
５
６
５-

７
８
８
９

m
ail

w
k

sp
.h

ito
y

o
sh

ik
u

m
a

@
gm

ail.com

◆
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
・
球
磨
ブ
ラ
ン
チ

(

球
磨
地
域
振
興
局
3
階)

☎
０
９
６
６-

２
２-

０
５
５
５

m
ail

kum
a@

jobcafe-branch.
com※�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
感

染
防
止
の
た
め
、状
況
に
よ
っ
て

中
止
す
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

�

中
止
の
場
合
、ひ
と
よ
し
サ
テ
ラ

イ
ト
、も
し
く
は
お
電
話
、ビ
デ

オ
通
話
に
て
ご
相
談
い
た
だ
け

ま
す
。

　
“
女
性
に
な
ら
話
せ
そ
う
”、“
女

性
な
ら
わ
か
っ
て
も
ら
え
そ
う
”

と
い
っ
た
女
性
の
皆
様
の
た
め
に
、

女
性
司
法
書
士
が
し
っ
か
り
相
談

を
お
受
け
し
ま
す
。
女
性
が
よ
り

自
分
ら
し
く
生
き
る
た
め
の
お
手

伝
い
を
い
た
し
ま
す
。

　

秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
相
談
例
】　

相
続
の
手
続
き
が
よ

く
分
か
ら
な
い
、遺
言
書
を
残
し

た
い
、借
金
で
悩
ん
で
い
る
、認
知

症
の
親
の
こ
と
で
相
談
し
た
い
、

夫
婦
関
係
・
親
子
関
係
で
悩
ん
で

い
る
、離
婚
し
た
い
、起
業
し
た
い

等
々

○
開
催
日
時

　

令
和
５
年
３
月
19
日
㈰

　

午
前
10
時
～
午
後
４
時

○
相
談
方
法

１
．
電
話
相
談�

（
予
約
不
要
）

　

電
話
番
号

　

０
９
６-

３
６
４-

０
８
０
０

　
（
当
日
の
み
）

２
．
面
談
相
談

　
　
（
前
日
ま
で
に
要
予
約
）

　

予
約
電
話
番
号

　

０
９
６-

３
６
４-

２
８
８
９

※
予
約
受
付

　

月
曜
～
金
曜

　

９
：
00
～
17
：
00（
祝
日
を
除
く
）

※
予
約
締
切

　

３
月
17
日
㈮
17
：
00

　

面
談
で
の
ご
相
談
を
希
望
さ
れ

る
方
は
、前
日
ま
で
に
ご
予
約
の

上
、ご
予
約
の
時
間
に
会
場
に
お

越
し
く
だ
さ
い
。

○
会
場

　

く
ま
も
と
県
民
交
流
館
パ
レ
ア

　

10
階　

会
議
室
７

　
（
熊
本
市
中
央
区
大
江
四
丁
目

　

４
番
34
号
）

○
相�

談�

料
：
無
料

○
対�

象�

者
：
女
性

※�

女
性
で
な
い
方
の
ご
相
談
は
別

の
相
談
窓
口
を
紹
介
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

▼
事
前
の
問
い
合
わ
せ
先

熊
本
県
司
法
書
士
会
事
務
局

☎
０
９
６-

３
６
４-

２
８
８
９

　

高
齢
者
の
た
め
の「
出
会
い
・

学
び
・
楽
し
む
」を
テ
ー
マ
と
し

て
、健
康
・
生
き
が
い
づ
く
り
を
目

指
す
受
講
生
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

年
間
10
回
程
度
の
講
座
で
す
。

◆
入
学
資
格

人
吉
球
磨
に
居
住
し
て
い
る
60
歳

以
上
の
方（
50
歳
以
上
で
も
可
）

◆
講
座
内
容

地
域
の
歴
史
及
び
文
化
・
健
康
づ

く
り
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
そ
の

他◆
と　
　

き

原
則
と
し
て
毎
月
第
３
月
曜
日

午
後
１
時
～
３
時

※
５
月
入
学
式
予
定

◆
と�

こ�

ろ

東
西
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー　

他　
（
変
更
に
な
る
場
合
も
あ
り

ま
す
）

◆
定　

��

員
：
１
０
０
名
程
度

◆
受�

講�

料

６
千
円（
入
学
金
１
千
円
）

◆
申
込
方
法

ハ
ガ
キ
に
住
所
・
氏
名
・
生
年
月

日
・
連
絡
方
法（
電
話
等
）を
記
入

し
、４
月
20
日
ま
で
に
事
務
局
に

郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
合
わ
せ
先

〒
８
６
８-

０
０
２
４

人
吉
市
鶴
田
町
16　

米
津
方

さ
わ
や
か
大
学

☎
０
９
６
６-

２
２-

４
４
７
７

　

熊
本
県
特
定（
産
業
別
）最
低
賃

金
が
令
和
４
年
12
月
15
日
か
ら
上

が
り
ま
し
た
。
特
定（
産
業
別
）最

低
賃
金
に
は
、適
用
範
囲
が
あ
り

ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

■�

電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
・
電
子
回

路
、電
気
機
械
器
具
・
情
報
通
信

機
械
器
具
製
造
業

　

時
間
額　

８
９
６
円

■�

自
動
車
・
同
附
属
品
製
造
業
・
船

舶
製
造
・
修
理
業
、船
用
機
関
製

造
業

　

時
間
額　

９
３
１
円

■�

百
貨
店
、総
合
ス
ー
パ
ー

　

時
間
額　

８
５
５
円

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

人
吉
労
働
基
準
監
督
署　

☎
０
９
６
６-

２
２-

５
１
５
１

■
内　

容
：
み
な
さ
ん
の
心
配
事

や
不
安
に
寄
り
添
い「
働
き
た
い
」

と
い
う
気
持
ち
を
応
援
し
て
い
ま

す
。
無
料
に
て
実
施
し
て
い
ま
す

の
で
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
や

つ
し
ろ「
お
し
ご
と
出
張
相
談
会
」

令
和
５
年
度　

人
吉
球
磨
さ
わ
や

か
大
学
受
講
生
を
募
集
し
ま
す

 

お
知
ら
せ

熊
本
県
特
定（
産
業
別
）最
低
賃
金

が
改
定
さ
れ
ま
し
た

「
女
性
の
た
め
の
女
性
司
法
書
士
に

よ
る
無
料
相
談
会
」の
お
知
ら
せ

日にち 時間 場所

3月��7日(火)
１３：３０

〜

１６：３０

ハローワーク球磨

あさぎり町役場
本庁舎中庭相談室3月14日(火)
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INFORMATION

個
人
住
民
税
申
告
期
間
は
、
3
月
15
日
（
水
）
ま
で
で
す

個
人
住
民
税
申
告
期
間
は
、
3
月
15
日
（
水
）
ま
で
で
す

「
三
日
月
石
」が
発
見
さ
れ
、人
吉

球
磨
最
大
の
吉
日（
ハ
レ
の
日
）と

し
て
、鍬
入
れ
の
儀
式
な
ど
が
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
吉
日
を
再
興
し
、水
害
復

興
や
コ
ロ
ナ
収
束
な
ど
を
祈
願
し
、

人
吉
球
磨
全
体
で
食
・
体
験
な
ど

も
展
開
し
ま
し
た
。

　

地
域
の
人
々
の
多
く
が
忘
れ
て

し
ま
っ
た
こ
の
史
実
が
、三
日
月

詣
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
復
活
し
、

こ
の
機
会
に
人
吉
球
磨
の
歴
史
を

感
じ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

▼
お
問
合
わ
せ
先

一
般
社
団
法
人
人
吉
球
磨
観
光
地

域
づ
く
り
協
議
会

（
☎
０
９
６
６-

４
９-

９
０
１
０
）

▼
人
吉
・
球
磨
風
水
・
祈
り
の

浄
化
町
サ
イ
ト(https://

hitoyoshifusui.com
/)

　

小
さ
な
掛
金
・
大
き
な
補
償
の

「
ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険
！
」�

　

令
和
５
年
度
の
加
入
受
付
が
３

月
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
て
開

始
さ
れ
ま
す
。

　

万
一
の
ケ
ガ
や
賠
償
責
任
に
備

え
て
加
入
し
ま
し
ょ
う
。

　

ス
ポ
ー
ツ
活
動
・
文
化
活
動
・
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
・
地
域
活
動
を

行
う
４
名
以
上
の
団
体
で
ご
加
入

に
な
れ
ま
す
。

　

加
入
団
体
で
の
活
動
中
お
よ
び

団
体
活
動
へ
の
往
復
中
の
事
故
を

補
償
し
ま
す
。

　

傷
害
保
険
・
賠
償
責
任
保
険
・
突

然
死
葬
祭
費
用
保
険
が
セ
ッ
ト
に

な
っ
た
保
険
で
す
。

　

掛
金
は
中
学
生
以
下
の
子
ど
も

が
年
額
８
０
０
円
～
、高
校
生
以

上
の
大
人
に
つ
い
て
は
活
動
内
容

に
よ
っ
て
金
額
が
異
な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
左
記
ま
で
お
問
合
せ

く
だ
さ
い
。

▼
お
問
合
わ
せ
先

ス
ポ
ー
ツ
安
全
協
会
熊
本
県
支
部

☎
０
９
６-

２
１
３-

９
０
１
５

令
和
５
年
４
月
１
日
以
降
左
記
問

合
せ
先
変
更

（
公
財
）ス
ポ
ー
ツ
安
全
協
会　

【
固
定
電
話
専
用
】

０
５
７
０-

０
８
７-

１
０
９

【
携
帯
電
話
等
専
用
】

０
３-

５
５
１
０-

０
０
３
３　

　
　
　

【
応
募
資
格
】

18
才
以
上
34
歳
未
満
の
方

【
受
付
期
間
】

①　

�

令
和
５
年
１
月
10
日
～

　
　

４
月
６
日

②　

�

令
和
５
年
６
月
１
日
～

　
　

９
月
21
日

【
試
験
期
日
】

①　

�

令
和
５
年
４
月
８
日（
土
）～

23
日（
日
）

②　

�

令
和
５
年
９
月
23
日（
土
）～

10
月
９
日（
祝
日
）

※�

い
ず
れ
か
１
日
を
指
定
さ
れ

ま
す
。

●�

試
験
会
場
お
よ
び
詳
し
い
応
募

方
法
に
つ
い
て
は
、お
問
合
せ

い
た
だ
く
か
、

　

�「
自
衛
官
募
集
」サ
イ
ト
を
御
確

認
く
だ
さ
い
。

●�「
自
衛
官
候
補
生
」は
年
間
を
通

じ
募
集
し
て
い
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

自
衛
隊
熊
本
地
方
協
力
本
部

人
吉
地
域
事
務
所

☎
０
９
６
６-

２
２ - 

４
７
０
４

○
受
講
資
格

　

�

高
等
学
校
卒
業
以
上
の
学
力
を

有
す
る
方
で
、手
話
通
訳
活
動

が
可
能
な
方

※�

令
和
６
年
３
月
高
等
学
校
卒
業

見
込
み
の
方
も
含
み
ま
す
。

○
受
講
料

　

テ
キ
ス
ト
代
等�

７
，６
０
０
円

　
（
予
定
）

○
申
込
方
法

　

�

会
場
で
受
講
料
を
添
え
て
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い
。

○
申
込
期
間

　

�

令
和
５
年
４
月
５
日
～
令
和
５

年
５
月
31
日
の
講
習
日

※�

受
講
者
定
数
に
達
し
た
時
点
で

締
め
切
り

○
受
講
者
定
数

　

入
門
過
程　

20
名　

　

基
礎
課
程　

15
名

▼
お
問
合
わ
せ
先

一
般
財
団
法
人

熊
本
県
ろ
う
者
福
祉
協
会

☎
０
９
６-

３
８
３-

５
５
８
７

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
９
６-

３
８
４-

５
９
３
７

　

所
有
者
が
亡
く
な
っ
た
の
に
相

続
登
記
が
さ
れ
な
い
と
、登
記
簿

を
見
て
も
持
ち
主
が
わ
か
ら
ず
、

災
害
の
復
興
事
業
や
取
引
が
進
め

ら
れ
な
い
な
ど
、様
々
な
問
題
が

発
生
し
ま
す
。

　

県
で
は
、
人
吉
・
球
磨
地
域
の

人
材
確
保
・
マ
ッ
チ
ン
グ
支
援
の

た
め
、
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
・
球
磨
ブ

ラ
ン
チ（
球
磨
地
域
振
興
局
３
階
）

の
体
制
を
強
化
し
、「
ワ
ン
ス
ト
ッ

プ
就
労
相
談
窓
口
」
を
開
設
し
て

い
ま
す
。

　

求
職
中
の
方
は
も
ち
ろ
ん
、
採

用
活
動
中
の
事
業
所
も
無
料
で
利

用
可
能
で
す
。
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

　

相
談
は
事
前
に
予
約
を
お
願
い

し
ま
す
。

○
開
所
時
間

　

午
前
10
時
～
午
後
５
時

○
定
休
日
：
土
日
祝
日

○
出
前
相
談
会
開
催
日

　

・
３
月
８
日
㈬
・
28
日
㈫

　
　

湯
前
駅
レ
ー
ル
ウ
ィ
ン
グ

　

・
３
月
14
日
㈫

　

�　

�

あ
さ
ぎ
り
町
免
田
保
健
セ
ン

タ
ー

　

・
３
月
17
日
㈬

　
　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
球
磨

　

・
３
月
23
日
㈭

　
　

�

多
良
木
町
多
目
的
研
修
セ
ン

タ
ー

※�

時
間
は
13
：
00
～
16
：
00

（
14
、
28
日
の
み
13
：
30
～

16
：
30
）

▼
お
問
合
わ
せ
先

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
就
労
相
談
窓
口

（
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
・
球
磨
ブ
ラ
ン

チ
）　

☎
０
９
６
６-

２
２-

０
５
５
５

　

聴
覚
障
が
い
者
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
を
行
う
手
話
通

訳
者
の
養
成
講
座
を
、次
の
と
お

り
実
施
し
ま
す
。

○
日　

時

【
入
門
課
程
】

　

�

令
和
５
年
４
月
５
日
～
令
和
５

年
８
月
２
日　

毎
週
水
曜
日

（
全
17
回
）

【
基
礎
課
程
】

　

�

令
和
５
年
９
月
６
日
～
令
和
６

年
３
月
27
日　

毎
週
水
曜
日

（
全
28
回
）

　

�（
テ
ス
ト
・
閉
講
式
の
２
日
間
を

含
む
）　

※�

基
礎
課
程
は
入
門
課
程
を
修
了

し
た
方
に
限
り
ま
す
。
初
心
者

の
方
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
下
さ
い
。

○
講
習
時
間

　

午
後
７
時
～
午
後
９
時

○
場　

所

　

人
吉
市
カ
ル
チ
ャ
ー
パ
レ
ス

　

�（
人
吉
市
下
城
本
町
１
５
７
８

番
地
１
）

　

こ
の
よ
う
な「
所
有
者
不
明
土

地
」を
防
ぐ
た
め
、法
改
正
に
よ
り
、

令
和
6
年
4
月
1
日
か
ら
相
続
登

記
が
義
務
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

■
主
な
内
容

　

新
し
い
制
度
で
は
、相
続
が
原

因
で
不
動
産
を
取
得
し
た
相
続
人

は
、そ
の
所
有
権
を
取
得
し
た
こ

と
を
知
っ
た
日
か
ら
3
年
以
内
に

相
続
登
記
の
申
請
を
し
な
く
て
は

い
け
な
く
な
り
ま
す
。
正
当
な
理

由
も
な
く
申
請
を
し
な
い
と
き
は
、

10
万
円
以
下
の
過
料
の
適
用
対
象

と
な
り
ま
す
。

※�

令
和
6
年
4
月
1
日
の
施
行
日

よ
り
前
に
発
生
し
た
相
続
に
も

適
用
さ
れ
ま
す
。
こ
の
場
合
、

施
行
日
か
ら
3
年
以
内
に
申
請

を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

▼
お
問
合
わ
せ
先

熊
本
地
方
法
務
局
人
吉
支
局

☎
０
９
６
６-

２
２-

３
３
９
３

　

申
告
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所

得
税
並
び
に
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税（
個
人
事
業
者
）の
納
税
は
、

金
融
機
関
の
預
貯
金
口
座
か
ら
引

き
落
と
し
と
な
る「
振
替
納
税
」が

大
変
便
利
で
す
。

　

令
和
４
年
分
の
確
定
申
告
の
振

替
納
付
日
は
、次
表
の
と
お
り
で

す
。「
振
替
納
税
」を
ご
利
用
の
方

は
、振
替
日
の
前
日
ま
で
に
口
座

の
残
高
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
、国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ（https://w
w
w
.nta.go.jp

）を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

１
月
24
日（
旧
暦
の
１
月
３
日
）

に
地
域
ブ
ラ
ン
ド「
人
吉
・
球
磨　

風
水
・
祈
り
の
浄
化
町
」の
メ
イ

ン
・
イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
三
日
月
詣

（
み
か
づ
き
も
う
で
）が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

　

お
お
よ
そ
８
０
０
年
前
の
1
月

３
日
に
三
日
月
模
様
の
入
っ
た

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
就
労
相
談
窓
口
を

ご
存
じ
で
す
か
？

令
和
５
年
度
人
吉
・
球
磨
圏
域

手
話
奉
仕
員
養
成
講
座
の
ご
案
内

令
和
6
年
4
月
か
ら
相
続
登
記
が

義
務
化
さ
れ
ま
す

ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険
に
加
入
し
ま

し
ょ
う
！

予
備
自
衛
官
補
募
集

（
１
月
末
現
在
）

人
の
動
き

戸
籍
の
窓
口

転入 転出 出生 死亡

男 3 7 0 4
女 2 4 0 5
計 5 11 0 9

（増減 -15）

人　口 967人
世帯数 468世帯

12月 15 日～ 2月 15 日　届出分

　ここのところ寒暖差が激しい気候

となっておりますが、皆様いかがお過

ごしでしょうか。今まで新型コロナ

ウイルス感染状況が増加減少を繰り

返し、行事が中止になったり、やりた

いことができなかったりあったかと

思います。今年５月には季節性イン

フルエンザと同じ５類に移行されま

す。少しずつ今までどおりの生活が

戻ってくることを願います。

（吉松）

編集後記
【おくやみ】

島巻　弘さん （87歳）頭地

濱田　和子さん （85歳）瀬目

西村　ケサノさん （85歳）裾川

門口　良行さん （93歳）宮園

嶽本　マスエさん （87歳）竹の川

　山　サツキさん （93歳）白岩戸

小鶴　ハル子さん （90歳）平野・西谷

12月15日
12月25日
 1月 2日
 1月 8日
 1月 9日
 1月20日
 1月25日

申
告
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得

税
・
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の

振
替
期
日

地
域
ブ
ラ
ン
ド「
人
吉
・
球
磨　

風

水
・
祈
り
の
浄
化
町
」の
メ
イ
ン
・

イ
ベ
ン
ト　

三
日
月
詣
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
！ 申告所得税及び

復興特別所得税
令和５年４月２４日（月）

消費税及び地方消費税
（個人事業者）　　

令和５年４月２７日（木）
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広
報
い
つ
き
　3

月
号

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

ア
ド

レ
ス

　
https://w

w
w

.vill.itsuki.lg.jp
E-m

ail　
info@

itsuki.kum
am

oto.jp
発

行
日

／
令

和
５

年
３

月
１

日
発

行
／

五
木

村
役

場
編

　
集

／
総

務
課

　
印

刷
／

ソ
ー

ゴ
ー

グ
ラ

フ
ィ

ッ
ク

ス

五木村公式
ライン
五木村の防災や
行政、観光、移住
に関するさまざ
まな情報を発信
します。

五木村公式
インスタグラム
五木村の見どこ
ろ、イベント、景
色などを紹介し
ます。

五木村公式
ツイッター
五木村の様々な
イベント情報を
発信します。

五木村公式
フェイスブック
五木村の最新情
報を発信します。

五木村役場　連絡先一覧
所 在 地：〒868-0201
　　　　　　　熊本県球磨郡五木村甲2672番地7
代表電話番号：37−2211（IP：2211）
代表FAX番号：37−2215
※IP電話、FAXが無い部署はそれぞれ代表番号を
　ご利用下さい。

　今月の表紙は１月
に行われた「二十歳
を祝う会」です。対
象者５名のうち、１
名の出席となりましたが、久しぶりに再会され
た恩師とのひとときを楽しまれていました。
　20歳を迎えた皆様の今後のご活躍をお祈り
申し上げます。

今月の表紙

階 部署 直通電話 ＦＡＸ

１Ｆ

総務課 37-2211 37-2215
ダム対策課 37-2212 -
保健福祉課 37-2214 -
住民税務課 37-2213 -
会計室 37-2281 -
建設課 37-2017 -

産業振興課 37-2247 -

２Ｆ 教育委員会 37-2266 37-2267
議会事務局 37-2352 37-2352

九州地区スポーツ推進委員功労者表彰を受賞
　１月２８日～２９日に第６５回九州
地区スポーツ推進委員研究大会が大
分県大分市で行われ、山尾祐治さん・
永井雅裕さんが九州地区スポーツ推
進委員功労者表彰を受賞しました。
　これは長年スポーツ推進委員として
村内のスポーツ推進に取り組まれた活
動が、地域におけるスポーツの振興に
大きく貢献したものとして表彰されたも
のです。

３
月
の
行
事
予
定

  1日㈬   春季防火パレード
  3日㈮   行政相談　　　　

（JAくま会議室）
  5日㈰  中学校卒業式
11日㈯〜12日㈰
　　　　  第２回球磨川リバイ

バルトレイル

15日㈬   住民税申告相談　
　　　　(2/16〜3/15まで）
17日㈮    行政相談　　　　

（宮園憩いの家）
23日㈬   小学校卒業式
24日㈭  小中学校修了式
25日㈯  いつき保育園卒園式
28日㈫  小中学校退任式

４
月
の
行
事
予
定

  3日㈪   いつき保育園進級式 
  7日㈮   行政相談　　　　

（JAくま会議室）
10日㈪  中学校入学式
11日㈫  小学校入学式

21日㈮  行政相談
　　　　（西地区集会室）

※日程は変更となる場合がございます。


